
県内にある約22,000 箇所のため池の多くは江戸時代以前に築造され、経年劣化により漏水や堤体

の変状が見受けられるものも多くあります。 

そのうち、防災上重要である「特定（農業用）ため池」については、市町がため池保全サポートセン  

ターと連携して点検を実施しています。点検の結果、老朽化等による変状に応じて４つのランクに区分  

しています。※下図参照 

0 

「ため池の健全度評価の区分と専門技術者による点検周期」及び 

「ため池保全サポートセンターとは」 

ため池の健全度評価の区分と専門技術者による点検周期 

ため池保全サポートセンターとは 

点検結果の確認 

現場確認（測定） 

漏水 

洪水吐の能力不足 

浸食 

サポートセンターは、ため池管理者への支援を行う中間支援組織で、①管理

者からの相談対応、②ため池巡回点検及び管理者への助言、③管理者講習会へ

の講師派遣、④ため池保全活動の支援・普及啓発などの役割を担っています。 

【ため池巡回点検について】 

現在、「要早期改修」と判定されたため池から優先的に改修や廃止工事

を進めていますが、その多くは工事着手まで年月を要するため、経年劣

化の急激な進行を見逃さないようサポートセンターが２～３年周期で

点検を実施しています。 

参考 １

※R6.4 

（約8,500箇所）
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１ ため池に関する法律・条例が制定された背景

ため池に関する法律・条例とため池の区分

ため池

農地 

約13,500箇所

※１ 「特定農業用ため池」：ため池管理保全法により指定 「特定ため池」：ため池保全条例により指定 

※２ 人的被害を及ぼすおそれのあるため池を「防災重点農業用ため池」に指定し、決壊リスクや決壊時の

被害想定などにより、優先度の高いものから防災工事（改修や廃止）を進めています。 

平成 30 年７月豪雨では多くのため池が決壊しました 

２ ため池の区分

県内のため池（ 約22,000箇所〔R6.4時点〕）

特定（農業用）ため池※１

防災重点農業用ため池※２

（略称：防重ため池）

②決壊した場合に、農地や農業用施設に被害を 

及ぼすおそれのあるため池 

①決壊した場合に、住宅又は学校、病院などの 

公共施設に被害を及ぼすおそれのあるため池 

約6,000箇所

約8,500箇所 

■人的被害を及ぼすおそれのあるため池

■農地等に被害を及ぼすおそれのあるため池

特定（農業用）ため池以外

決壊した場合に、住宅又は学校、病院などの 

公共の施設や農地又は農業用施設に被害を及

ぼすおそれのないため池 

参考 ２

法・条例により、決壊した場合の想定被害に応じてため池を区分しています。 

 ため池は権利関係が不明確かつ複雑であることや、管理組織の弱体化により日常

の維持管理に支障をきたすおそれがあることが課題となっています。そこで、適正な

管理が行われる体制を整備することを目的として「農業用ため池の管理及び保全に

関する法律（略称：ため池管理保全法）」が制定され、同時に「ため池の保全等に関す

る条例（略称：ため池保全条例）」が改正されました。※法・条例とも令和元年７月施行 
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【届出内容】 ①ため池の名称・所在地 

②管理者・所有者の情報 

③ため池から農業用水を供給している農用地の面積 

④堤高・堤頂長・総貯水量など 

管理者の交代や上記の内容が変更となった場合は、管理されて 

いるため池の所在地の市町に、すみやかに届け出てください。 

※届出様式は次ページ参照 

  ため池管理保全法 ため池保全条例 「特定（農業用）ため池」の指定状況

検索 

方法 

QR 

コード

※「特定（農業用）ため池」に指定されているため池一覧は、県ホームページ（特定（農業用）ため池

の指定状況）で確認できます。 

３ 届出内容の変更

ため池管理保全法 兵庫県ため池保全条例 「特定（農業用）ため池」及び 
「防災重点農業用ため池」の指定状況

ため池の届出内容に変更があったときには、すみやかに各市町のため池

担当部署に届け出てください。     ※全てのため池が対象です 
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【様式】 
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  参考（洪水吐や取水施設の機能に支障となる事例）

○洪水吐付近での太陽光

パネルやケーブルの設

置は、水の流れに影響

を与える恐れがある。 

（設置位置を検討する

際は、風や波浪の影響も

考慮したうえで、決定す

る。） 

近年、ため池水面を活用した太陽光

発電施設の設置が増えています。 

施設の設置方法に問題があると、た

め池の適正管理やため池のもつ多面的

機能の発揮に支障が生じる場合があり

ます。 

発電施設が洪水吐や取水施設と近接している場合 

  ⇒ 洪水吐の流水阻害により排水能力が低下する。 

  ⇒ 取水施設のゲート操作に支障が生じる。 

堤体上に発電施設のケーブルが敷設されている場合 

  ⇒ 草刈りの支障になる。 

取水施設付近にケーブルが敷設されている場合 

  ⇒ ため池の水を抜いた際に、太陽光パネルが支障になり、泥土を 

除去できない。 

参考 ３ ため池水面を活用した太陽光発電施設の注意点 

琴池（稲美町） 

取水施設 
洪水吐

太陽光パネル 

ため池の維持管理に支障をきたす事例 

ため池の機能に支障をきたす事例 

上記は一例であり、ため池管理者や発電事業者が太陽光発電施設

を設置するにあたり守るべきことなど、詳細に取りまとめたものを『別冊』

として作成しています。 
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参考 ４ 特定（農業用）ため池の管理者、            

開発事業者のみなさまへ 
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440箇所（R5.12改定） 

ため池総数（約22.000箇所）※R6.4時点
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特定（農業用）ため池の開発行為は許可が必要です。 

管理者の皆さまのところに開発事業者から相談があった場合は 

Ｐ42,Ｐ43の資料をご参照ください。 

42



43



参考 ５ ため池管理アプリ 
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参考 ６ ため池の水難事故を防ぐために 
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